
 

 

 

 

 

「スマートモビリティ社会システム実証プロジェクト」 

に関する南三陸町の取組がスタートします！ 

 

県では，女川町，南三陸町及びトヨタ自動車と連携して電動モビリティを活用

した「スマートモビリティ社会システム実証プロジェクト」を推進しています。 

この第一弾の取組が南三陸町でスタートします。 

 

１ 事 業 名 ～Ｈａ
ハ

：
－

ｍｏ
モ

南三陸“さんさん”ライド～ 

２ 事業主体 南三陸町 

３ 実証期間 令和元年７月２０日（土）から９月２９日（日）まで 

４ 実証内容 ・超小型電気自動車「COMS（コムス）」をカーシェアリング 

に活用 

        ・町内での移動手段の確保や観光振興への効果を検証 

５ 貸出拠点及び予約先等 

貸出拠点 
貸出可能 

台数 予約先（専用ｳｪﾌﾞｻｲﾄ又は電話） 

南三陸さんさん商店街 

 
３台 

一般社団法人南三陸町観光協会 
TEL 0226-47-2550 
https://www.m-kankou.jp/program/229362.html/ 

南三陸まなびの里いりやど 

（宿泊研修施設） 
２台 

一般社団法人南三陸研修センター 
TEL 0226-25-9501 
https://ms-iriyado.jp/hamo/ 

６ 利用料金 １時間あたり 1,000円（税込）【予約制】 

７ 本事業の問い合わせ先 南三陸町企画課企画情報係(TEL0226-46-1371) 

 

 

☆「スマートモビリティ社会システム実証 
プロジェクト」とは･･･ 

○ 女川町，南三陸町，トヨタ自動車株式会
社，県の４者で連携し，多様な電動モビリ
ティを活用し，沿岸被災地における地域課
題の解決及び持続可能な低炭素社会の構築
並びに先進技術の社会実装に係る検証を進
める取組。 

○ 平成３０年１２月２６日に４者で協定を
締結し，令和元年度から令和４年度までの
間，両町で電動モビリティを活用した実証
事業を段階的に進めていきます。 

記 者 発 表 資 料 

令 和 元 年 ７ 月 １ ６ 日 

経済商工観光部自動車産業振興室 

担当：高橋，関 内線２５３３ 

 


